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研究成果の概要（和文）：　アジアでは、南シナ海の無人島や岩礁の主権を巡り緊張が高まっている。中国が同
地域での軍事的プレゼンスを高める一方で、日本は沿岸諸国に対する支援を強化している。本研究の目的は、日
本の沿岸諸国に対する関与拡大の要因を分析することであった。
　既存の研究は、日本が南シナ海問題に積極的に関与しているのは、尖閣諸島防衛のためであると論じる。しか
し本研究は、日本の軍事的援助は、尖閣諸島の主権問題に加え、「法の支配」等のリベラルな価値観や規範を強
化することが目的であったと論じる。日本の「規範保護者」としての戦略は、二国間や多国間の場での発信に加
え、海上保安庁などを通じた現場レベルでの支援であった。

研究成果の概要（英文）： Tensions are rising in the South China Sea. While China is increasing its 
military presence, Japan is expanding its military support towards the littoral countries. The aim 
of this project is to find out the reasons for Japan's enlarged involvement in the South China Sea 
issues.  ]
 Existing literature argue that the reason for Japan's increasing engagement lies in the disputes 
over sovereignty on the Senkaku Islands. However, the research conducted revealed that, in addition 
to the Senkaku disputes, the aim of the support is to protect and underpin the current liberal norms
 such as rule of laws. The strategy Japan employed is to disseminate the norms at bilateral and 
multilateral settings and provide capacity building assistance through Japan Coast Guards.      
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１．研究開始当初の背景 
 
南シナ海では、無人島や岩礁の主権を巡り

緊張が高まっている。中国は、同地域での軍
事的プレゼンスを高めると同時に、「九段線」
に囲まれた南シナ海全域の主権を一方的に
主張している。中国の高圧的な姿勢は、既存
の秩序への挑戦のようにも見える。一方で、
日本は、経済支援のみならず軍事支援を通じ
て沿岸諸国に対する関与を強化している。例
えば、武器輸出三原則を廃止し、新しいルー
ルを制定することで、巡視船など防衛装備品
の供与を可能とした。また新しい ODA 大綱を
採択することにより、安全保障分野における
援助が可能となった（軍への援助はできな
い）。沿岸諸国と戦略的パートナーシップも
締結した。こうした日本の積極的関与は、安
全保障分野ではひたすら低姿勢に徹してき
た過去の姿と大きく異なる。 
では、なぜ、日本は安全保障分野での関与

を拡大しているのだろうか。既存の研究が示
すように、日本が南シナ海問題に関与するの
は、尖閣諸島の領有権をめぐる中国との紛争
が要因なのだろうか。中国の軍事的台頭に対
抗するために、日本も安全保障分野でのプレ
ゼンスを高めようとしているのだろうか。そ
れとも、日本は、これまで自国が恩恵を受け
てきた秩序を維持するために、積極的に関与
しているのだろうか。日本は、米国主導の秩
序の下で、経済的繁栄を遂げた。安定した地
域秩序の最大の受益者でもあった。変化する
国際環境に直面して、日本は、従来の「規範
の受益者」から「規範の保護者」となること
を選んだのだろうか。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は以下の通り。 
（１）上述したように、地域の安全保障環

境が変化するなか、なぜ、日本は、南シナ海
沿岸諸国に対して安全保障分野の支援を拡
大しているのだろうか。これは、過去の経済
援助（ODA など）に特化した支援とは大きく
異なる。こうした状況を踏まえ、本研究の第
一の目的は、日本の南シナ海沿岸諸国に対す
る支援拡大の要因を分析することであった。 

 
（２）上記に述べた目的を明らかにするた

め、さらに以下の二点を明らかにした。 
①従来の研究では、安全保障分野における

国家の対外行動は、パワーバランスから論じ
られることが多かった。秩序変動に関しては
なおさらである。しかし、本研究では、「秩
序」を「パワー（軍事力）」が生み出す構造
として捉えるのではなく、規範や価値観を伴
う構造と捉える。つまり、秩序の維持、形成、
関与には力による下支えが必要であると同
時に、規範や価値観の発信が必要だという点
を明らかにした。 

②秩序の維持や関与に規範が大きくかか
わっているとするならば、日本はどのように
規範を強化しようとしているのだろうか。本
研究では、既存の規範維持のために、どのよ
うな戦略を日本が取ったのかを明らかにし
た。 
 
 
３．研究の方法 
 
方法としては、二次資料の活用に加え、支

援受け取り国および日本政府関係者、JICA、
海上保安庁職員らにインタビュー調査を行
った。 
 
 
４．研究成果 
  
 既存の研究は、日本の南シナ海問題に対す
る積極的関与の要因は、尖閣諸島の主権を巡
る中国との領土紛争にあると論じる。パワー
バランスから日本の対外行動を読み解こう
とする研究は、シンプルでわかりやすい。ま
た、精力的に外交を展開する安倍政権の「積
極的平和」外交を強調する研究もある。しか
し、米国が尖閣諸島防衛は同盟の適用範囲内
であることを明らかにしたことに鑑みると、
台頭する中国への対抗心や尖閣諸島防衛の
ために、南シナ海沿岸諸国に援助を拡大した
と考えるのは単純化しすぎであろう。 
関与拡大の要因を探るため、本研究では、

フィリピンやベトナムとの戦略的パートナ
ーシップ締結や二国間援助など日本政府の
二国間政策の分析およびASEAN首脳会議やシ
ャングリラダイアローグ、ASEM などの多国間
会議における政府の発言を分析した。その結
果、「法の支配」というキーワードを多用し、
それまで潜在的にしか意識されていなかっ
た規範を明確に再定義し、強化しようとした
ことが明らかになった。こうした規範の再定
義により、それまでは意識されてこなかった
規範の存在が各国に意識されるようになっ
た功績は大きい。また、それまでインフラ整
備など経済分野に重点をおいていた援助を
拡大し、巡視船供与など安全保障分野でも援
助を開始することで、物質的な下支えも行っ
たことが明らかになった。 
特に、軍隊ではない海上保安庁を積極的に

利用して、沿岸諸国に対して能力構築支援の
援助を開始したことは注目に値する。自衛隊
による能力構築支援などの援助は、相手国に
懸念を抱かせることも有り得る。しかし、文
民機関である海上保安庁による海賊対策を
中心とした能力構築支援は、相手国を安心さ
せるだけではなく、法執行機関としての役割
を認識させることにつながる。共同訓練や教
育など、現場での草の根レベルでの支援によ
る標準作業手順を確立することは、意識せず
とも規範の伝播と定着につながる。また、イ
ンドネシアやマレーシア、フィリピンなどが



海上保安庁をモデルとした海上機関を設立
したことは、日本型モデルや価値観の発信で
もある。 
規範を三層構造に分類するならば、上位規

範（この場合の上位は優劣の意味ではない）
のエッセンスは、下位規範のオペレーション
手順や行動規範などに埋め込まれている。逆
に、オペレーションレベルに埋め込まれた行
動規範は、やがて「法の支配」などの上位の
規範へとつながることが予想される。 
このように、日本政府の外交政策に加え、

海上保安庁を利用した外交戦略は、以下のこ
とを示唆している：積極化した日本の軍事的
援助は、尖閣諸島を巡る領土紛争に対する懸
念に加え、「法の支配」といったリベラルな
規範を強化することが目的であった。 
単なる中国への対抗であれば、海上保安庁

の活用は必要なかっただろう。特に、日本政
府が、インパクトが決して大きいとは言えな
い現場レベルでの援助を行った意義は大き
い。 
米国主導の規範の受益者であった日本は、

現状変更を試みる中国の強硬姿勢を目のあ
たりにして、受益者から保護者へと転向した
のだった。規範保護者としての日本の戦略は、
二国間や多国間の場での発信に加え、海上保
安庁などを通じた現場レベルでの支援であ
った。 
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